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会 議 名 予算特別委員会（第２日） 

開催日時 平成 27 年３月 12 日（木）午前 10 時 00 分～午前 11 時 42 分 

会  場 第５会議室 

 

１ 出席者 

  １番 長谷川広昌、 ３番 柳沢英希、 ５番 柴田耕一、 

  ８番 杉浦敏和、  ９番 北川広人、１１番 鷲見宗重、 

 １３番 磯貝正隆、 １５番 小嶋克文 

 

２ 欠 席 者 

  な し 

 

３ 傍 聴 者 

  黒川美克、浅岡保夫、幸前信雄、杉浦辰夫、鈴木勝彦、内藤とし子 

  内藤皓嗣、小野田由紀子 

 

４ 説明のため出席した者  

市長、副市長、教育長 

企画部長、人事 GL 

総務部長、行政 GL、財務 GL、行政 G 主幹 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、税務 GL 

福祉部長、介護保険・障がい GL、福祉まるごと相談 GL 

生涯現役まちづくり GL、保健福祉 GL、 

こども未来部長 

都市政策部長、都市整備 GL、上下水道 GL 

会計管理者 

監査委員事務局長 
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５ 職務のため出席した者 

  事務局長、書記１名 

 

６ 付託案件 

  議案第３１号 平成２７年度高浜市一般会計予算 

  議案第３２号 平成２７年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第３３号 平成２７年度高浜市土地取得費特別会計予算 

  議案第３４号 平成２７年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

  議案第３５号 平成２７年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

  議案第３６号 平成２７年度高浜市介護保険特別会計予算 

  議案第３７号 平成２７年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第３８号 平成２７年度高浜市水道事業会計予算 

 

７ 会議経過 

委員長 委員会の円滑なる運営のため、総括質疑との重複を避けていただ

き、質疑についてはまとめて行っていただくとともに、質疑漏れのないよ

う、お願いいたします。また、質疑に当たりましては、ページ数をお示し

していただき、必ずマイクを使って的確にお願いいたします。一般会計が

終了しておりますので、本日は特別会計より逐次お願いいたします。 

 

 

《質疑》 

議案第３２号 平成２７年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

問（９） 総括質疑と若干重なるんですけども、非常に大きな金額のこと

でありますので、お許しをいただきたいと思いますけども、予算説明書２

８４、５ページ、ここの共同事業拠出金、これが大幅に伸びておるという
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ことで、対前年度比１５４％ぐらいですかね。ここの増加の理由を共同事

業医療費拠出金負担事業の増加の理由を、お聞かせ願いたいと思います。 

答（市民窓口） この高額医療共同事業は、高額な医療給付費の発生が国

保財政から与える影響を緩和することを目的としまして、各市町村国保の

拠出金により負担を共有する事業でございます。高額医療費共同事業医療

費拠出金は、国民健康保険団体連合会が実施する、レセプト１件８０万円

を超えるレセプトについて、その部分の高額医療に対するものでございま

す。拠出金の金額につきましては、定められた計算式から算定されており

まして、平成２７年度は９，４１６万７，０００円と、前年度より１,８３

４万３，０００円支出がふえておりますが、これに対しまして、国保連合

会より、歳入６款１項１目１節、高額医療費共同事業交付金として、８ ,

６７１万６，０００円の収入があります。差額の７４５万１，０００円は

高浜市の国保の対応となるものでございます。 

問（９） これは計算に基づくものということで、まず、その計算という

のは、どのような計算式で求められているのか、教えていただきたいと思

います。 

答（市民窓口） こちらの計算式ですが、愛知県全体の拠出見込額と、高

浜市の過去３年間の基準拠出対象額に基づく按分率となっております。 

問（９） ということは、今回は、７４５万１，０００円が持ち出しとい

うか、高浜側の出す分ということであると思いますけども、この金額とい

うのは、毎年変わる可能性があるという判断でよろしいですか。 

答（市民窓口） はい。こちらのほうが高額医療費ということで、１件８

０万円を超えるレセプトですので、その年度、年度で、高額医療費を使わ

れる方によっては、変更が生じるものとなっております。 

問（９） それでは続いて、２８４ページの保険財政共同安定化事業拠出

金、これに関ましては、確か、総括でもお話をいただいたと思いますけど

も、今回、制度が変わったというところだと思いますけど、そこのところ

もう一度、御説明をいただきたいと思いますけど、この上がった理由に直
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接関係する部分ですので、よろしくお願いいたします。 

答（市民窓口） この保険財政共同安定化事業は、都道府県内の市町村国

保間の平準化、財政の安定化を図るため、各市町村国保の拠出金により負

担を共有する事業でございますけれども、この拠出金のほうが１件３０万

円から１円にするということで、さらなる市町村間の均衡を求めたものと

なっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

問（９） 結局、広域化に向けての一つの制度の変更みたいなイメージで

とらえていいのかなと思うんですけども、今回、ここで８億６１３万５，

０００円というのが拠出されておるんですが、同時に、２７２ページでい

う共同事業交付金のほうで、保険財政共同安定化事業交付金として同額の

金額が入ってきておるわけですけども、これは、たまたま同額ということ

でいいんでしょうか。 

答（市民窓口） 今回、たまたまというか、計算上、歳入と歳出が同じな

っておりますけども、今後は、この金額によりまして、持ち出しが多くな

る部分もあるということは考えられますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

問（９） 丸ごと、常にこの金額をいただけるわけではないというふうに

思います。今、言った制度の変更の部分も含めて、国保運営の県の単位化、

広域化についての国の施策の進展状況というものが、これは平成２７年度

以降、非常に大きな影響を与えてくる可能性があるものですから、ここの

進展状況というものを聞かせてください。 

答（市民窓口） 平成２９年度を目途としておりました国保財政の運営の

都道府県化の移行が、本年１月１３日に開催されました社会保障制度改革

本部の第３回の会合におきまして、１年先送りの平成３０年度となる見通

しとなりました。国保を初めとする医療保険制度の財政基盤の安定化や、

負担の公平化、医療費の適正化の推進などを行う国民健康保険法の一部を

改正する法案を第１８９回の通常国会へ提出される予定となったとのこと

であります。この国保等の改正案につきましては、社会保障プログラムに
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基づき、持続可能な医療保険制度の構築を目指すものとして、市町村国保

には、最大３，４００億円の公費を新たに投入して、財政基盤を強化する

とともに、平成３０年度から都道府県を国保運営の責任主体とするなど、

都道府県と市町村の役割分担を見直して制度を安定化させるといった内容

も盛り込まれるということでございます。昭和３６年度の国民皆保険達成

以来の大きな理念変更をともなう改革方針が打ち出されたことに伴いまし

て、今後も、国と地方３団体による国民健康保険制度の基盤強化に関する

国と地方の協議などで、詰めの協議が継続されることから、当局といたし

ましては、こちらの改革の動向を注視してまいる所存でございます。 

問（９） １年先送りということで、まだ確定ではないのかもしれません

けども、それが１年で済むのか、さらに、また２年になるのか、というこ

とも含めて、平成２６年の３月定例会で、高浜市は広域化へ移行を平成２

９年度とした上で、平成２６年度から平成２８年度の３年間を１つの期間

として、その試算の結果、平成２８年度末までに２億６，０００万円程度

の財源不足が起こるということを見込んで、その対応方法で平成２６年度

より一般会計からの法定外の繰り入れも行ったという経緯も、高浜市には

あるわけですけども、平成２７年度以降にも、そのような繰入額に変更が

生じる可能性があるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

答（市民窓口） 議会のほうで、税制化率のほうと国保運営協議会のほう

の答申を受けまして、一般のほうから歳計外の繰り入れ（発言訂正後述あ

り）等々行わせていただきました。この３年間の財政計画に基づきまして、

財政状況でございますけども、平成２５年度の決算及び平成２６年度の決

算見込みから再度計算を行いましたところ、平成２７年度、２８年度の財

政見込みにつきましても、都道府県へ移行した平成２９年度とした財政計

画において、平成２８年度までに基金のすべてを取り崩すことで運営が行

われるものと考えておりますので、今のところ年間の４，７００万円につ

きましては、変更は考えておりません。しかしながら、平成２９年度を目

途としておりました国保の広域化のほうが、１年先送りになってしまった
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ことで、この平成２９年度の国保財政につきましては、その改革の動向を

注視してまいりたいと思います。そして、また私どものほうも１年間先送

りになったということで、収納率の向上、そして、データヘルス計画等々

によりまして、医療費の抑制、そういったもので努力してまいりますけど

も、またそういった諸事情で変更が生じることがともないました場合には、

国保運営会等々に意見を求めまして、いかに制度を継続していくかという

ことを考えてまいりたいと思います。 

問（９） 制度の変更も非常に影響が大きいということも思いますけども、

例えば、高額医療費の突出的な上がりが起こる可能性がないこともない。

それから高浜の場合は、第二次産業就業率が非常に高い街であるので、そ

ういう人たちが退職をして国保に移行した場合の影響も、本当に、他市町

村と比べると大きいと思います。それ全部含めて考えると、県が丸めて平

らにならすよ、ということであっても、これは安心すべきことではないわ

けですよね。ですから、やはり一定のルールを持って、一般財源から繰り

入れるということを常に考えていかなければいけないのかなということを

思います。ぜひ、そういったところを考えた形で、予算を執行していって

いただきたいということを思います。 

答（市民窓口） 先ほどの説明の中で、歳計外から繰り入れと言ってしま

ったんですが、一般会計からの繰り入れということで、訂正させていただ

きたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（５） 一般会計との徴収率のことです。２６８ページ、徴収率が一般

会計と比べて、約１０％ほど低い徴収率になっておるんですけど、また、

滞納見込みが半分以下と。こういった状況で、今後、この国保の関係は、

県下統一というのか、そういうような意向があると聞き及んでおるんです

けど、こういった徴収率やなんか、県のほうへ移管されたときに負担金や

なんかで変わってくるのか、その辺、ちょっとお聞きしたいのと。他市の

状況がもしわかれば、そこら辺のことをお聞きしたいと思います。  
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答（市民窓口） 私どものほう、平成２７年度の徴収率のほうは８８．７％

ということで、平成２６年度の決算見込みの徴収率で計算させていただい

ております。ただ、今後の収納率は、どういうふうになるかということで

ございますけども、まだ、その辺のことにつきましては、具体的なことを

県のほうからも申し入れ受けておりませんので、今まだはっきりしていな

いような状態だということで、お願いしたいと思います。他市の状況のほ

うも、他市が平成２７年度、どういった状況で収納率を計算しているかと

いう資料も、持っておりませんので申し訳ありません。 

問（１１） 先ほどの県の統一で、組合をつくるという話ですけども、こ

れについては、高浜市はどういう意向にされるのか。こうなった場合には、

どうなるのかお答えいただきたいと思います。 

委員長 何ページですか。 

問（１１） 何ページというのはありませんけど、先ほどの、でも考えは

あるかと思いますので、２７年度の。 

委員長 どこのページ数のことですか。それをお示しください。 

問（１１） ２８４ページ、共同安定化事業について、関連して聞きます

けど、一緒に県で一体ということで進めている国の関係について、それに

ついては、高浜市としてはどのように考えているのか、お答えください。 

答（市民窓口） 高浜市としてどう考えているか、ということでございま

すが。やはり、国の施策、県の施策、そういったものにしたがって制度の

ほう、進めてまいりたいと考えております。 

問（１１） 次に、１６８ページの関係ですけども、愛知県で、保険料の

関係ですけども、２６８ページですけども、愛知県で、この保険料、平均

で何番目になるのか、お答えいただきたいと思います。 

答（市民総合窓口センター） 具体的なものは、確定、出ておりませんが。

確か本年度、最初のころでは改定後の形では、県下３番目ぐらいだったか

と記憶をしております。実際には、全体の条例改正も行われたところもあ

りますので、そういったものがはっきりしてから、御報告はしたいと思い
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ますけども、現時点では、３番目ぐらいということで、御承知おきいただ

きたいと思います。 

問（１１） それでは、一般会計からの繰り入れなんですけども、資料で

いただいた国保税額一覧表、県下３８市分、繰入額保険税額にありますけ

ども、これ見ると県下の平均で、１人当たり２万７，０００円くらいで、

高浜市においては、１万９，９１５円ということになっています。平均ま

で繰入額をふやすということをすれば、いくらか押しなべて７，０００円

ぐらいの平均で下げられるという計算になりますけども、この一般会計の

繰り入れをふやすとは考えられないのか、お答えください。 

答（市民窓口） 一般会計からの繰り入れについては、今までも申し上げ

ていますとおり、赤字補填ということで、繰り入れをする考えはございま

せんので、その辺だけ御理解いただきたいと思います。 

問（１１） 赤字になったらどうなるのか、お答えいただきたいと思いま

すけど。 

答（市民窓口） そういった場合は、私どものほうとしましても、国保運

営委員会、協議会、そちらのほうに答申をかけていただくような形で、今

後の体制を考えていきたいと思っております。 

問（１１） その場合には、委員には資料も出しての話になるかと思うん

ですけども、この繰り入れという考えは、例えば、ほかの委員の方が繰り

入れをしたらどうかという話になると、どういう形になっていきますか。 

答（市民窓口） もし、そういったことになった場合は、運協のほうから

の答申という形で、議会のほうへ、またお諮りするような形になってくる

かと思います。 

答（市民総合窓口センター） 運営委員会で、いろんな意見が出ようかと

思います。それは、例えば、一般会計からの繰り入れも１つの対応であろ

うし、税率を上げるという対応もあろうかと思います。いずれにしても、

そういったところで、それぞれの立場の方、利害を持ってみえる方、運営

協議会の中で議論していただいた中で、そういった対応を考えていきます



 9 

ので、その辺のことは御理解いただきたいと思います。どのような形にな

るかというのは、いろんな議論の中での結果でございますので、よろしく

お願いいたします。それから、一般会計の繰り入れですけど、このような

問題、多いところも、少ないところもございます。いろんな自治体がござ

います。自治体の中で、いろんな国保に関しても、いろんな状況がありま

す。それを国保制度として、継続していくという形の中で、県の統一化と

いう大きなスパンの中で、国の共産党の議員さんたちがいつも要求されて

いる国からの交付金等も上げろと、そういうことも含めて、一自治体に事

情のあるところではなくて、大きなスパンの中で、国も経費を投入するこ

とで、この国保制度を安定して、継続的に運営していこうという中での改

革だと思っておりますので、私ども、そこを慎重に考えながらいきたいと

思っております。ですから、そういった意味の中で、一般会計の繰り入れ、

税率を上げる、いろんな対応がございます。そういったことも、国保運営

協議会でいろんなことを議論しながら、国の動きも見ながら検討していく

べきものだと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

問（１１） 考え方として、市民の負担がふえるという形でするべきでは

ないと僕らは主張しているわけですので、こういう点では、下げる方向で

考えていただきたいなと思います。 

答（市民総合窓口センター） 国保というのは、全ての市民の方が入って

いるわけではございません。そういったことも、バランスを踏まえながら、

単に税率を下げればいいとか、そういった問題ではなくて、さまざまな問

題の中から、市が国保加入者という限定した中での運営の中で、どのよう

にしていくかと考えておりますので、そのために国保運営協議会ですとか、

いろんなところの御審議もいただく中で、国保というものを市からどのよ

うな対応で支援していくのか、また国からも支援がどのようにくるのか、

総合的な中で考えていくべきだと考えておりますので、よろしくお願いし

ます 

委員長 ほかに。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３２号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第３３号 平成２７年度高浜市土地取得費特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、……。１１番、鷲見委員。 

問（１１） ３０７ページの不動産売払収入なんですけども、これについ

ては、どこの土地であるのか、また、どのようなものに使うのか、お願い

したいのと、３０９ページの土地取得費の公有財産購入費４，９３６万円、

これはどこを購入するのか、お答えください。 

答（都市整備） 議案の提出説明でもちょっと述べさせていただいており

ますが、場所につきましては、国道４１９号線沿いの小池町２丁目ですね、

ちょうどガソリンスタンドがありまして、背後には、旧吉久伝のテニスコ

ートの跡地のところにあります高浜市の基金の土地でございますが、そち

らにつきましては、豊田町３丁目の、今、現在進めております工業用地の

ところに土地を持っておられる方への代替地ということでございます。こ

ちらが、先ほど３０９ページの購入費ということでも上げられております

が、場所は同じ場所になりまして、仕組みといたしまして、今回、土地開

発基金の持っている土地でございますので、この土地取得費特別会計を通

しましてお金のやり取りが出るということでございますので、よろしくお
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願いします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３３号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第３４号 平成２７年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

問（５） 予算書の３２５ページの２項下水道建設費の１３節委託料につ

いて、お聞きします。前年度の予算書と比べますと、今年度の委託料が１

億４２９万７，０００円でした。平成２７年度予算では１，９８２万１，

０００円となっておるんですけれど、８，４４７万６，０００円の減額に

なっていますけども、そこら辺の説明をちょっとお願いしたいと思います。 

答（上下水道） 委託料が前年度と比較して、８，４４７万６，０００円

の減額となった理由でございますけれども、平成２６年度が汚水施設総務

事業で、下水道事業公営企業会計移行業務委託料、それと汚水施設建設事

業で、設計業務委託料と工事積算システムプログラム修正業務委託料、ま

た、事業変更認可申請図書作成業務委託料等を計上させていただきました。

平成２７年度予算では、汚水施設建設事業で設計業務委託料と工事積算シ

ステムプログラム修正業務委託料等を計上させていただいており、平成２

６年度計上しておりました汚水施設総務事業の下水道事業公営企業会計移

行業務委託料と汚水施設建設事業の事業変更認可申請図書作成業務委託料

等がないことから減額となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（５） 減額となった理由はわかりました。下水道事業公営企業会計の
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移行については、国から移行する目標年度が定められていたと思いますけ

れど、その説明と準備状況をお願いいたします。 

答（上下水道） 下水道事業公営企業会計移行につきましては、平成２６

年９月に総務省から人口３万人以上の団体については、平成３２年４月ま

でに移行するようロードマップが公表されております。準備状況につきま

しては、平成２５年度に基本計画を策定しております。それで、平成２６

年度は、これまでに整備をしてきました固定資産の調査と固定資産台帳等

の整理をしております。あと残りの業務といたしましては、会計システム、

資産台帳システム等の構築、企業会計とする条例、規則等の改正準備、企

業会計になる組織体制の検討等がありますけれども、平成２７年度でござ

いますけども、システムの構築方法、どういった方法がいいのかというこ

とを内部で検討していきたいということでおりますので、委託業務等は行

わないこととしております。 

問（５） 次に、同じ３２５ページのほうの汚水施設建設事業工事請負費、

４億２，８９６万円の工事箇所と工事概要について、お教え願いたいのと、

今年度の予算と比べて、９，４７７万８，０００円増額されておりますけ

れども、そこら辺の説明もお願いしたいと思います。 

答（上下水道） 汚水施設建設事業の工事請負費の工事箇所でございます

けれども、言葉で説明してもなかなかわかりづらいと思いますので、今年

ですね、資料請求のありました高浜市公共下水道使用開始区域図のほうに

表示をさせていただきました。ここで、平成２６年度工事箇所を赤色で表

示させていただきまして、平成２７年度工事予定箇所につきましては赤の

斜線で表示させていただいておりますので、合わせて御確認をしていただ

きたいと思います。まず、論地処理分区として県道西尾知多線の稗田橋か

ら東で、市道新川線の区間で向山町一丁目、六丁目の周辺、それと、論地

町一丁目では、論地西こども広場、ひばりケ丘ハイツ周辺の約１３．１８

ヘクタール、それと、港第３処理分区の稗田町四丁目地内で市道碧南高浜

線と稗田川の間となりますけれども、釣り具の天狗堂がありますけども、
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その辺で約２．５６ヘクタールの２処理分区で、合計１５．７４ヘクター

ルの整備をする予定でございます。その他として、前年度整備をした地域

の舗装復旧工事、公共汚水ますの設置工事などでございます。平成２６年

度予算と比較して９，４７７万８，０００円増額となったという理由でご

ざいますけれども、平成２７年度工事では、県道西尾知多線を縦断的に汚

水管を埋設していくといったことで、舗装が厚い構造となっていること、

それと、稗田川周辺の整備も行うことから、地形的に自然流下方式では排

水できないことから、マンホールポンプを設置する工事等が高くなる要因

となっております。また、１２月議会で、愛知県から年度内に県道の舗装

復旧工事を行うよう指導を受けたことにより、補正予算で対応させていた

だきましたけども、平成２７年度当初予算では、県道の舗装復旧工事も含

めておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（５） 最後にお聞きしたいんですけれど、幹線、いまだまだ陶管を使

っておられるのか、ビニール管に変更されておるのか、かなり費用的な違

いが出てくると思うんですけど、そこら辺のこと少しお聞きしたいと思い

ます。 

答（上下水道） 高浜市は、当初から土管の製造会社があったということ

で、陶製の管を利用しております。現在でも、ハイセラミックス管という

陶製の管を使っておりますが、来年度ぐらいから管種を変えていきたいな

という考えはございます。 

委員長 ほかに。 

問（１１） 先ほどの工事請負費の内容で話していただきたいんですけど

も、その下に物件移転補償費という形で８，６６０万円あるんですけども、

これは、どういった内容なのでしょうか、お答えください。 

答（上下水道） 物件移転補償費でございますけども、当然、下水道管を

入れていく工事で、道路やなんか掘削して埋設するわけなんですけども、

その前に、ガス管、水道管というは既設の道路に入っております。そうい

ったものを移設しないと入らないということもありますので、そういった
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費用を、この物件移転補償費というふうでみております。 

問（１１） この２７年度の部分は教えていただいたんですけども、全体

的に、これでどれぐらいのパーセントというか、市内全体で、どれぐらい

になるのかお答えください。 

答（上下水道） 整備率で申しますと、平成２７年度で約１５．７ヘクタ

ールの区域を整備する予定でございます。大体、整備率が５４％ぐらいに

なるというふうに予定しております。 

問（１１） これでどれぐらいの、あとどれぐらいかかるのか、お答えい

ただきたいなと思いますけども。 

答（上下水道） 一般質問のほうで聞かれておりますけれども、平成３３

年までの、今、事業認可が、申請の手続きをしております。そこまでで、

約７０％の整備率になります。その後、まだ先、１２、３年〔発言訂正あ

り〕でしたかね、かかるというようなお答えをさせていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

問（１１） あと一つ、その気になるところですけども、資料いただいた

分で、接続率ですけども、ずっと見ていくと、今のところ、人口の約３，

０００人がつながっていないということなんですけども……。人口で書い

てあるんですけども、これ３，０００世帯ということですかね。というこ

とで、まだ、これについての対策はどうされているのか、お答えください。 

答（上下水道） 先ほど、３３年から、さらに１２、３年と言いましたけ

れども、１７、８年ということで、誤りでございますので訂正させていた

だきます。接続率の向上でございますけれども、総合サービスさんのほう

に委託をしまして、戸別訪問させていただいております。それで、いろい

ろな、そういったところで意見が出てくるわけなんですけども、件数にし

ますと、例えば、昨年と比較しますと、資金がないですとか、やる気がな

いだとか、そういった意見があるんですけども。平成２５年度、１４５件、

資金がないからできないという方がおみえになりましたけども、平成２６

年２月末現在、１２６件ということになっております。やる気がないとい
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ってみえる方も、平成２５年度、９７件ございますけれども、平成２６年

２月末現在、７８件というふうに、皆さん減ってきておりますので、今後

も根気強くＰＲしていきたいと思っております。 

問（１１） 接続の分担金も、なかなか、５万円とか、３万円とかという

ふうに聞いていますけども、その軽減というか、そういう考えはないでし

ょうか。 

答（上下水道） 高浜市では、接続の分担金はいただいておりませんので、

よろしくお願いいたします。 

問（１１） 失礼しました。やはり、工事にかかるお金がかかるわけで、

資金がないという方には、やはり、補助をする考えはないのか、また、そ

ういうものはないのか、お答えいただきたいと思います。 

答（上下水道） 低所得者に対する助成制度というのが、高浜市でも、例

えば、水洗便所改造費補助金交付制度というのがあります。これは、前々

から説明をさせていただいておりますが、３年以内に接続をしていただい

て、そういった制度を利用していただけるといことも、説明会ですとか、

あと３年目を迎える方に戸別訪問でＰＲだとか、そういったものをさせて

いただいておりますので、新たに制度を設けるということは考えておりま

せんので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３４号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第３５号 平成２７年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 
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委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第３……。１１番、鷲見委員。 

問（１１） ３４３ページですけども、工事請負費ですけども、３，３５

７万３，０００円ですけども、これは、どういったものにですかね。 

答（都市整備） ３４３ページ、工事請負費、３，３５７万３，０００円

でございますが、三高駅西駐車場でございますが、できてからもう２０年

近く経過しております。建物の施設、外壁や一部ねじ等々老朽化がきてい

るということで、平成２２年度に応急診断をしております。そちらの際に

不具合が見られたところについての補修になります。主なものについては、

外壁が大半を占めております。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３５号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第３６号 平成２７年度高浜市介護保険特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

問（１５） 予算書の３８１ページ、今回、これは、国においても、地方

においても、いかに介護状態の人を減らすかということの一つのあらわれ

だと思うんですけども、まず、１点目に４款１項の後に２項として一般介

護予防事業費が、まず、これをつくられたということと。それから、３８
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１ページにありますけども、独居高齢者見守り実態把握事業委託料、ちょ

っとこれについての説明をお願いいたします。 

答（介護保険・障がい） ４款地域支援事業の介護予防事業につきまして

は、これまで一般質問等でも答弁させてきていただいておりますが、平成

２７年４月から新しい総合事業に取り組むというところで、予算の組みか

えをさせていただいたということが、主なものになります。 

答（介護保険・障がい 主幹） 独居高齢者見守り実態把握事業でござい

ますが、これにつきましては、従前からシルバーのほうでやっていただい

ておる独居高齢者の見守りの委託料でございます。 

問（１５） 独居高齢者、現実、今、現状は何人ぐらいみえるでしょうか。 

答（介護保険・障がい 主幹） 現状は、７００名ほどです。 

問（１５） これ、男女別はわかりますか。 

答（介護保険・障がい 主幹） 男女別は、あいにく持ち合わせておりま

せんが、女性が多いというふうで認識しております。 

問（１５） あとですね、同じく３８０ページの生涯現役のまちづくり事

業、主要新規政策の１６号と同じく、３８３とありますけども、いきいき

健康マイレージ事業、１７号になります。ちょっと、この点についてもお

伺いをいたします。まず、１６番目の、やはり、健康自生地に出かけるの

は、やはりどうしても女性が多いということと、そういったことで、今後

は男性が出られるような、そういう仕掛けを検討する。もう１つは、交通

手段の検討もすると書いてありますけども、今後、どのように、今、お考

えをもっているのかということと。それから、今、健康自生地が何箇所あ

るのか、これは小学校区別ですね、それから、将来的には、これ何箇所ま

でふやしていきたいのかということと。それから、いきいき健康マイレー

ジのほうで、スケジュールの中ありますけども、あいち健康マイレージ事

業への参加とあります、このあいち健康マイレージ事業の説明もお願いし

たいと思います。 

答（生涯現役まちづくり） 健康自生地に男性の参加が少ないといった部
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分、それから、高齢者の足の確保をどうしていくかというような部分につ

きましては、私ども、生涯現役のまちづくり実行委員会という委員会がご

ざいまして、その中で、課題解決チームというのがございます。市民の皆

様で構成されているチームでございますけれども、そちらのほうで、今、

いろいろと方策を検討しているところでございます。男性向けの高齢者に

つきましては、男性限定のヨガ教室ですとか、料理教室ですとか、そうい

った限定のものを、今、いくつか打ち出して、男性の方に参加を促してい

るというようなことです。それから、足の部分については、試験的ではご

ざいますけれども、デマンドタクシーというようなものを、来年度、実施

してみようということを、今、協議をしています。それから、健康自生地

の数でございますけれども、２月末現在で、６０の健康自生地がございま

す。学区ごとに申し上げますと、やはり、吉浜小学校区、それから高浜小

学校区、港小学校区が多くて、本当に、３分の１ぐらいずつあるような状

況で、高取と翼の地区が非常に少ないということで、ここの部分の自生地

をふやしていこうということも、次年度、力を入れてやってまいりたいと

思っています。やはり、将来的な自生地の数といたしましては、高齢者の

方が、日常的に歩いていける距離に、自生地が２つ、３つあるといいなと

思っていますので、当面は１００カ所を目標にふやしてまいりたいと思っ

ております。それから、いきいき健康マイレージの愛知県の事業でござい

ますけども、やはり、県も健康づくりに力を入れておりまして、県が実施

する健康づくりの活動等に参加された方にポイントを付与しまして、参画

していただいている市町の商店さんで、そのためたポイントを使えること

ができるという制度でございまして、今、県内で一部の市町さんが参加を

しているような状況でございます。ただ、近隣の市町さんも来年当たりか

ら徐々に参加をするというようなことを伺っておりますので、私どものほ

うも、一緒に参画をしたいなと思っているんですが、従来、市が主導的に

行っているマイレージ制度もあって、また、新しい県の制度もやるとなる

と、やはり、高齢者の方が混同しやすいですので、そのあたりを県のほう
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と、何とかこう一本化できないかというすり合わせも行っているというよ

うな状況でございます。 

問（１５） さきの、男性の方にもなるべく多くの方が健康自生地へ足を

運んでもらえると、そういったこともありますけども。私たちも、先回、

夢のみずうみ村、訪れたときに麻雀をやっておりまして、もし、麻雀でも

やっていれば、僕も将来行きたいなと、そういうふうに思いましたけども。

そういった意味も、本当に多くの方が出かけるような、ちょっと夢のある

ような、また、そういった取り組みをしてもらいたいと思います。最後に

なりますが、あいち健康マイレージのほうは、何年ぐらいから、これをや

っているんですか、この事業として。 

答（生涯現役まちづくり） 実際、お話がありましたのが一昨年度で、今

年度から先行的に取り組んでいる自治体があるということでございます。 

委員長 ほかに。 

問（１１） 私も、その生涯現役まちづくり創出事業なんですけども、マ

イレージのことで少し伺いたいと思いますけども、主要・新規事業等の概

要の２７ページに事業費の経費が載っていますけども、その他というのは、

結局、確認ですけども、保険料とか、そういう形になるのでしょうか、お

答えください。 

答（生涯現役まちづくり） 平成２７年度から生涯現役のまちづくり創出

事業につきましては、介護特会のほうに載せさせていただいておりますの

で、当然、国費、県費等も入ってくるわけなんですが、このその他の部分

につきましては、一般的な介護保険料というような考え方でございます。 

問（１１） そうしますと介護保険料に、この事業はやればやるほど、こ

れも保険料にかかってくるということになるわけですけども、これ、いろ

んな議論があったと思うんですけども、こちらに変える、事業を介護保険

特会のほうに移した理由をお願いしたいと思いますけども。 

答（生涯現役まちづくり） 国は２０２５年を見据えまして、介護保険制

度を改正しましたけれども、その中で介護予防の考え方が大きく変わって
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まいりました。従来は、１次予防事業、２次予防事業といった区別をして、

予防事業を展開しておりましたけれども、今回は、年齢ですとか、心身の

状況によって分け隔てることなく介護予防・日常生活支援総合事業、いわ

ゆる新しい総合事業を推進することにいたしました。この新しい総合事業

では、住民運営の通いの場の充実ですとか、社会参加、社会的役割をもっ

た生きがいの創出といった元気なときからの切れ目ない介護予防活動を推

進しています。高浜市においては、早くから取り組んできました生涯現役

まちづくり事業ですとか、いきいき健康マイレージ事業というのが、今回、

国の移行を進めております新しい総合事業の考え方に合致することから、

平成２７年度から介護特会の一般介護予防事業として位置づけをすること

といたしました 

問（１１） 一つ、疑問というか、この事業の移行に当たって、疑問があ

るんですけども、結局、今までは福祉施策で、一般会計でやっていた分が

あって、今回、こちらに移ったということで、結局、一般会計ではやって

いたのがなくなったというのは、そこにも独自の考えもあると思うんです

けども、金額的に、どっちがどっちというのは試算されたと思うんですけ

ども、いかがでしょうか、試算の結果。 

答（生涯現役まちづくり） 先ほども申し上げましたけれども、国の介護

予防の考え方が大きく変わってきております。その中で、私どもとしては、

介護保険特別会計に位置づけをして、より一層、この介護予防の推進に努

めていくという考え方に乗っ取って移行をしたものでございます。 

問（１１） もう一つ疑問ですけども、宅老所との関係ですね、これは、

宅老所はそのままというか、充実させていくのかどうか、お答えいただき

たいと思いますけども。 

答（生涯現役まちづくり） 宅老所につきましては、介護予防拠点施設と

して長らく運営をしてきているものですので、今後も継続をしてまいりた

いと考えております。 

委員長 ほかに。 
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問（９） 基本的な話で恐縮なんですけども、この介護予防の事業に関し

て、平成２７年４月からの移行ができるよという話で、高浜市は移行させ

るということで、今回、特別会計のほうに、これは移ってきていると思い

ますけども、他市の状況ですとか、それから高浜市は、私が考えるには、

それだけの準備をしてきた中で、やはり、すぐ対応できたのかなという気

がするんですけども。反対に、総合事業のほうにもってくるということは、

次の展開ということを、当然、考えていかなければならないと思うんです

よね。ですから、そういうところも含めての話になるんですが、特に、今

回、こちらに移せたものは移したというお話だと思うんですよ、予算をみ

ていると。現実的には、ここに移したからこれがこうなりますよというも

のが中に入っているのかどうなのかというところがみえないんですよね、

予算上。そこのところは、どうなんでしょうか。 

答（介護保険・障がい） 他市の状況でございますが、県内では、聞いて

いる限りでは、高浜だけということです。全国的なものについては、国の

ほうから資料が出ておりまして、平成２７年度中に、新しい総合事業、実

施をしていきますよといっているところは、保険者、全国で１，５７９の

うち、１１４の保険者、７．２％になりますけども、平成２７年度中から

スタートしていくというふうに聞いております。それから、予算の関係で

すけれど、委員、おっしゃったとおりです。考え方としましては、まず、

現在実施している、または、育ててきたそういったサービスを、例えば、

生涯現役まちづくりなんかもそうなんですけれど、新しい総合事業に位置

づけるよということになります。それで、やっていく中で、当然、課題と

かも出てきますので、その辺は皆で知恵を出し合って、新しいこれからの

サービスをどうしていこうということを、協議会等を含めて考えていくと

いうことになります。サービスをつくっていく間は、既存の事業所のサー

ビスというのが、今までどおり御利用することができますので、それまで

は今の事業所に相当なサービスを提供していただくと。まずは、そういっ

た形でスタートをするという考え方を持っているということは、御理解を
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いただきたいと思います。そういった中で、訪問型につきましてはシルバ

ーさん、それから、通所型については既存の事業所が総合事業に特化した

形でのサービスを提供していただけるということになりましたので、そこ

にお願いをしていくという予算になっております。 

問（９） 高浜ならではの取り組みというものが、県内で唯一という、現

状ではね。県内で唯一という形であることが、それが達成したことでよし

とするわけではなくて、やはり、最も早く手掛けたから、最も早くより成

長していくんだというような考えのもとで進めていただきたいんですけど

も。もう一つ、今後のことであれなんですけども、例えば、認知症予防で

平成２７年度取り組んでいかれる国立長寿との関係ですとか、そういった

ものは、一般会計の部分との、結局、同じようなところを使いながらとい

うような、これ、非常にわかりにくくなってしまう場面も出てくるのかな

という気がするんですけども、そういったところの整理整頓というものは、

しっかりと出していっていただかないと、今度は、また、決算も当然ある

わけですので、評価ができなくなるんですよね。結局、介護保険に関して

は保険料をいただいているわけですので、そういう部分でいうと、同じ市

民の方からいただくお金の中で、やはり、それぞれしっかりと評価をして

いくためには、そこら辺のすみ分けをきちんと決算上で出していただかな

いといけないのかなという気がいたします。そこのところは、この後の話

になりますので、答弁はいりませんけども、そういったところを考えなが

らしっかり進めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３６号の質疑を打ち切り

ます。 
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議案第３７号 平成２７年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第……。１１番、鷲見委員。 

問（１１） ４２５ページですけども、滞納繰越分で２２５万７，０００

円になっていますけども、この徴収率ですね、平成２６年度は４０．７％

だと思いますけども、４６％というふうになっていますけども、この根拠

はどのようなものか。実績もお願いしたいと思います。また、徴収率への

アップの取り組みというのも気になるところで、お願いしたいと思います。

それから、滞納者はどれぐらいいるのか、保険証の取り扱いについてもお

願いします。 

答（市民窓口） 滞納者の徴収率のほうですが、こちらは平成２６年度の

決算見込みにもとづいてパーセントを出しております。あと、滞納者のほ

うの人数ですが、７７人でございます。 

 

 「短期の保険証。」と発声するものあり。 

 

問（１１） 滞納者における保険証の取り扱いですね、お願いします。 

答（市民窓口） 滞納者の方につきましても、保険証のほうは、一応、手

渡しがしてあるという状態でございます。 

問（１１） 徴収率アップの取り組みについては、ちょっと、お願いした

いんですけども。 

答（市民窓口） 督促状の配布、送付だとか、あと、こちらのほうからの
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電話等とか、税務グループとの共同で全て行っておるような状況でござい

ます。 

委員長 ほかに。 

問（１１） 正規の保険証を滞納者の方には渡しているんですか、どうい

うものを、普通の保険証を渡しているのか、お答えください。 

答（市民窓口） 県のほうは資格証明書みたいなものを渡せということで、

要望はされておるんですけれども、私どものほうは資格証明書という形で

は、お渡しておりません。 

問（１１） それから、７５ページですけども、失礼しました。４２５ペ

ージです。７５歳になると多くの人は、国保から後期高齢者へと、中には、

社会保障の扶養家族から後期高齢者という方もいると思いますけども、そ

ういう方々が７５歳までと、後期高齢者医療へ入ることによって、いろん

な変化があると思うんですよね。これについて、この負担がふえるという

ケースが多いということで、つかんでいるわけではありませんけども、把

握している状況を、どのように、この移行に当たっての、今の状況を把握

しているのか、お答えください。 

答（市民窓口） 申し訳ありません。委員の質問が、ちょっと、よくわか

らないんですけれども。 

問（１１） 失礼しました。 

 

 「議事進行。」と発声するものあり。 

 

問（１１） 失礼しました。では、これはやめます。次に、そういうこと

からみると負担がふえたというケースがあると思いますけども、急にふえ

るという状況があるんで、大変大きな問題だというふうに思うんですけど

も、そういった負担状況というのは把握して、保険料の負担と、実施して

あるかということで、実態をつかんで今後の行政に当たっていく必要があ

ると思いますけども、もう一つは、後期高齢者そのものというのを含めて、
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年齢で、国民を保険で差別するという象徴的な制度であると思うんですけ

ども、この制度そのものについては、行政としては廃止させる方向で進め

るべきと思いますけども、市長会等の取り組みというか、何かあったら、

教えてください。 

答（市民窓口） 後期高齢者の保険料のほうですけども、これは、連合の

ほうというか、そちらのほうが、２年ごとに財政計画を見直しておりまし

て、そちらのほうで、所得割、均等割、そういったものを決められており

ます。ですので、平成２７年度につきましては、平成２６年度と同じ税率

のほうでまいる形になっております。そして、国に廃止を求めることとい

うことでありますけれども、この高齢者医療制度につきましては、医療制

度改革の審議の過程において、でさまざまな議論をおいて決定された制度

でありますので、愛知県内の市町村の全てが、広域連合によって運営され

ております。ですので、そういった形で現在定着しておるわけです。また、

国民会議の結論においては、現行の制度を基本として、また、今後の実施

状況を踏まえて必要な改善を行っていくというふうになっておりますので、

この方針に従っていくという考え方でおりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３７号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第３８号 平成２７年度高浜市水道事業会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 
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問（３） 説明書の３ページで、１款のところで水道事業収益、８億４，

５３１万５，０００円と支出のほうで７億５，６６３万７，０００円とい

うことで、差し引きが大体８，０００万円以上あるんですけども、過去の

予算だと大体４，０００万円前後という感じだったと思いますけども、こ

の利益が大幅に大きくなった理由を教えていただけたらと思います。 

答（上下水道） 利益が大きくなった理由でございますけれども、会計制

度が、平成２６年度予算からこのような計上方法となっております。７ペ

ージの予算実施計画で説明をさせていただきますけれども、１款２項の営

業外収益に長期前受金戻入ということが計上されるようになりました。こ

の長期前受金戻入でございますけれども、これまで補助金ですとか、工事

負担金などでございますけども、減価償却に合わせて耐用年数の期間に渡

って毎年度収益として計上していくということになったものでございます。

しかし、現金をともないません。見かけ上の収益でございますので、現金

がふえるものではありませんので、御理解をいただきたいと思います。 

問（３） この長期前受金というのが、見かけ上の収益ということでお話

があったんですけども、この長期前受金の部分で、補助金とか、この工事

負担金等というお話がありましたけども、その内訳を教えていただけたら

と思います。 

答（上下水道） 長期前受金戻入の６，１１８万２，０００円の内訳でご

ざいますけども、２６ページ、２７ページを開いていただきますと、５目

で、長期前受金戻入として、２節が補助金長期前受金戻入で３７５万３，

０００円は、主に、これまで整備した水道施設の国庫補助金や県補助金で

ございます。４節の負担金長期前受金戻入でございますが、５，７１６万

２，０００円となっております。これは主に、加入負担金ですとか、工事

負担金でございます。あと、５節が受贈財産評価額長期前受金戻入２６万

７，０００円ということでございます。 

問（３） ４０ページ、４１ページの建設改良費の水道施設近代化事業費、

それから、工事請負費の吉浜配水場受水弁取替工事と重要給水施設配水管



 27 

布設替工事についてなんですけども、この吉浜配水場受水弁取替工事の詳

細と重要給水施設配水管布設替工事の内容等、工事場所等も教えていただ

けばと思います。 

答（上下水道） まず初めに、吉浜配水場受水弁取替工事でございますけ

れども、設置されている既設の受水弁施設でございますが、口径が４００

ミリで、昭和５０年度から昭和５２年度にかけて吉浜配水場の築造整備を

した際に設置されたものでございます。企業庁のメーター器が設置されて

いる供給点から配水池に供給する管路に設置されているもので、配水流量

並びに配水池の水位で受水流量を調節しているものでございます。受水弁

のほかに、逆止弁、逆流を防止するものでありますけども、そういったも

のもあわせて取りかえをするものでございまして、取りかえに際しては、

企業庁からの受水は停止して工事を行うものでございます。工事に際しま

して、配水池の水量を利用して、市民生活への影響が出ないようにしてい

く予定でございます。次に、重要給水施設配水管布設替工事でございます

けども、工事場所でございますが、避難所となる高浜小学校と港小学校に

給水している水道管を耐震管に布設替えをするものでございまして、場所

としましては県道名古屋碧南線と県道西尾知多線の交差点、八百甚さんの

前になりますけども、それから南に高浜港駅の交差点までの区間で、口径

４００ミリの耐震管を３０メートルと口径２５０ミリの耐震管を約５１６

メートル布設替えする予定でございます。 

問（３） 予定として、平成２７年度末までで耐震化率というのはどのぐ

らいになりますでしょうか。 

答（上下水道） 耐震化率でございますが、平成２５年度末で、配水管総

延長が２２万１，５４８メートルございます。それに対しまして、耐震管

延長が２万８，７３９メートルでございます。耐震化率が、約１３パーセ

ントでございました。平成２６年度の布設替延長の精算がまだ済んでおり

ませんけれども、約４，５００メートルになると思います。それと、平成

２７年度の予定工事延長が約３，７００メートルということになりますの
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で、耐震化率の見込みとしては、約１６パーセント前後となる見込みでご

ざいます。 

問（３） 同じところの１２節委託料で４２０万２，０００円の高浜配水

場設備台帳整備業務委託と、この内容と、その下にあります５３節工具器

具及び備品で、小型給水タンク１７６万５，０００円とありますけども、

これも御説明をお願いします。 

答（上下水道） まず委託料の４２０万２，０００円の高浜配水場設備台

帳整備業務委託でございますけれども、配水場には、各種多様な設備が配

置されております。それぞれの設備が関連を持って持続して安定した運転

をしておりまして、ベテラン職員、専門知識を有する職員がだんだん不足

していく中、今後も持続して安定した運転が必要となります。設備を適切

に維持管理していくために、設備の名称・写真、製造年月、製造者、緊急

時連絡先、補修記録等を台帳に整備するもので、担当者が異動しても継承

できるようにするものでございます。あと、５３節工具器具及び備品の小

型給水タンクでございますけども、現在、私たち水道事業者が保有してい

る給水タンクでございますが、アルミ合金製のもので、容量が１．５立方

メートルのものが２台、それから、容量が１立方メートルのものが２台あ

ります。緊急時に、容量１立方メートルの給水タンクに水を入れずに車に

乗せるために、水を入れなくても４人相当が必要となります。水を入れて

運搬するためには、２トン車が必要となります。そのためには、少人数で

作業ができ、水道事業で保有している車で運搬ができる小型給水タンクを

購入する必要がありますので、今回、容量が２６０リットル、総重量が３

５０キログラムのものになりますけども、検討をさせていただいたもので

ございます。 

問（３） 喫緊で、また、この給水タンクとかを使用した実績等があった

ら、教えていただきたいと思います。 

答（上下水道） 平成２６年度でございますけども、１０月２７日に、小

池町五丁目で、明治用水のパイプラインの漏水事故がありました。その影
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響で、喫茶店に給水している給水管が破損して約６時間断水した事例があ

りましたが、容量１立方メートルの給水タンクに水を半分程度入れて運ん

だことがありますけども、小規模の断水事故があった場合には、応急給水

袋に水を入れて配布する対応で済めばよいのですが、断水が長時間になる

場合は、小回りのきく小型給水タンクが有効というふうに考えております。 

問（１１） 確認ですけども、３ページの年間の総水量がありますけども、

この単価を教えていただきたいなと思って。 

答（上下水道） すみません。総水量は、何の総水量でございましょうか。 

問（１１） 年間の総水量がありますけども、要は、水量に対しての単価

を、１立米当たりとか、幾らになるのか、県のほうの仕入れのほうの、仕

入れというか給水のほうの単価を教えていただきたいかなと思いますけど

も。 

答（上下水道） ちょっと、なかなか資料が出てこないですけれども、今、

県から買っている水量に対しまして、単純に単価で割りますと８２、３円

だったと思うんですけれども。すみません、ちょっとお待ちください。す

みません。ちょっと資料が出てきませんので、後で御報告させていただき

ます。 

委員長 暫時休憩…… 

答（上下水道） すみません。出てきました。 

委員長 暫時休憩。再開は、１１時３５分。 

 

 休憩 午前１１時２５分 

 再開 午前１１時３５分 

 

委員長 会議を再開いたします。上下水道グループ。 

答（上下水道） 年間総給水量の単価ということでございますけれども、

今年度の実績で約７２円から７４円ということです。平成２７年度予算で

ございますけれども、３１ページに受水費があります。３億６，３４６万
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３，０００円となっております。その金額を年間給水量５００万立方メー

トル、これで割っていただくといいわけなんですけれども、そうすると、

７２．７円ということになります。 

問（１１） この推移というのは、わかりますかね、単価の推移。 

答（上下水道） 今、持っている資料でございますけれども、平成２３年

度、６９．９円、それから平成２４年度、６９．９円、それから平成２５

年度、６９．７円、以上でございます。 

問（１１） ２７年度、少し高くなっているようにみえますけども。この

県水については、１００％、高浜市は頼っているということで、設楽ダム

の建設が予定されていますけども、これには反対する。この県水に跳ね返

ってくるわけですから、反対する必要があるのではないかなと思いますけ

ども、見解をお願いします。 

答（上下水道） 今、単価の推移ということで、答えさせていただきまし

たけども、平成２６年度から単価が上がっておりますけども、これは消費

税の関係で上がっていることでございます。それから、設楽ダムのお話が

出ましたけども、平成２７年度予算とは関係ございませんけれども、先日、

１月２０日に、愛知県企業庁との意見交換会で説明を受けておりますので、

説明させていただきますけれども、国によるダムの検証というは、設楽ダ

ムにつきましては終わっております。国も、平成２６年４月２５日、ダム

の事業の継続が決定しております。また、住民訴訟もございました。愛知

県の費用負担について支出差し止め請求がありましたけども、それも、平

成２６年５月９日に、最高裁で住民側の上告が棄却という言い渡しがされ

ております。あと、新たに、もう一つ木曽川水系の連絡の導水路事業とい

うものがございますが、それにつきましては事業主体が、水資源機構が事

業主体でございますけれども、これは、国によるダムの検証が作業中でご

ざいまして、そういった説明を受けております。 

委員長 ほかに。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第３８号の質疑を打ち切り

ます。特別会計及び企業会計につきまして、質疑漏れはありませんか。 

 

 「質疑なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 質疑もれもないようですので、以上で、質疑を終結いたします。

これより採決いたします。 

 

 

《採 決》 

議案第３１号 平成２７年度高浜市一般会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

議案第３２号 平成２７年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

議案第３３号 平成２７年度高浜市土地取得費特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第３４号 平成２７年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 
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        挙手多数により原案可決 

 

 

議案第３５号 平成２７年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第３６号 平成２７年度高浜市介護保険特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

議案第３７号 平成２７年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

議案第３８号 平成２７年度高浜市水道事業会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

委員長 以上で、予算特別委員会に付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。お諮りいたします。本委員会の審査結果の報告の案文は、

正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 

 

 

 市長挨拶 

 委員長挨拶 

 

 

 

                     閉会 午前１１時４２分 

 

 

           予算特別委員会委員長 

 

 

 

           予算特別委員会副委員長  

 

 

 

 

 

 


